
 令和６年第 14回教育委員会会議 報告事項（３） 

 

教育委員会の権限事務に係る教育長の臨時代理（県議会議案「沖縄県 

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」に対する意見） 

 

学校人事課  

１ 概 要 

  令和６年第４回沖縄県議会に知事が提出を予定している議案「沖縄県職員の

退職手当に関する条例の一部を改正する条例」に係る、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第 29 条の規定に基づく意見聴取に対する回答について、教

育委員会会議を開催する時間的余裕がなかったことから、令和６年 11 月 18 日

に沖縄県教育委員会の議決事項及び教育長に委任する事項等に関する規則第７

条第１項に基づき、教育長による臨時代理により回答した。 

 

２ 「沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」の概要 

   雇用保険法の一部が改正され、就業促進手当が安定した職業に就いた者に

限り支給されることとなったことを踏まえ、及び国家公務員の退職手当との

均衡を図るため、失業者の退職手当について改正する議案 

  ① 就業促進手当に相当する退職手当について、安定した職業に就いた者に

対して支給する。 

  ② 雇用機会が不足している地域として厚生労働大臣が指定した地域内に居

住している特定退職者に対する失業者の退職手当の支給日数を延長する暫

定措置について、令和９年３月 31 日以前に退職した職員まで支給する。 

  ③ その他所要の改正を行う。 

④ 施行期日：令和７年４月１日から施行する。ただし、③は公布の日から 

       施行する。 

 

３ 臨時代理した意見の内容 

議案「沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」は、雇用

保険法の改正を踏まえ、国家公務員との均衡を図ること等から改正するもので 

あることから、異議がない旨を回答した。 



提出議案の概要 

【総務部】 

 

【議案名】 

乙第１号議案 沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

【議案提出の理由】 

 雇用保険法の一部が改正され、就業促進手当が安定した職業に就いた者に限り支

給されることとなったことを踏まえ、及び国家公務員の退職手当との均衡を図るた

め、失業者の退職手当の支給対象者に係る規定を整備する等の必要がある。 

 

【議案の概要】 

１ 就業促進手当に相当する退職手当について、安定した職業に就いた者に対し

て支給する。 

２ 雇用機会が不足している地域として厚生労働大臣が指定した地域内に居住し

ている特定退職者に対する失業者の退職手当の支給日数を延長する暫定措置に

ついて、令和９年３月 31 日以前に退職した職員まで支給する。 

３ その他所要の改正を行う。 

４ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、３は公布の日から施

行する。 

５ この条例の施行に関し、必要な経過措置を定める。 

 

【説明】 

 
 

雇用保険法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 26 号）の成立に伴い、令和７年４月１日から、

雇用保険法第 56 条の３で定める就業促進手当のうち、受給資格者が職業に就いた場合であって、一定

の要件を満たしたときに支給される就業手当が廃止され、就業促進手当は安定した職業（１年超の雇用

見込みのある職業等）に就いた場合であって、一定の要件を満たしたときに支給されることとされた。 

これに伴い、国家公務員退職手当法（昭和 28 年法律第 182 号）の一部が改正され、国家公務員の退

職手当についても、同様の措置が講じられることとされた。 

これらを踏まえ、条例で定める就業促進手当に相当する退職手当について、安定した職業に就いた者

に対して支給する旨、条例の一部を改正する必要がある。 

 

【参考】雇用保険法における現行の主な就業促進手当の概要           （出典：厚生労働省） 

就業促進手当に相当する退職手当（第 12 条第 11 項第４号） 


